
宇陀市心の森「多世代交流プラザ」 

指定管理者選定委員会選定要領 
 

 

第１ 趣旨 

  この要領は、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 18 年条例

第 7号、以下「指定手続等に関する条例」という。）第 12条の規定により設置する宇陀市公の

施設に係る指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）について、宇陀市心の森「多

世代交流プラザ」の指定管理者の候補者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 
第２ 総則 

（１）選定対象施設 

   宇陀市心の森「多世代交流プラザ」 

 

（２）選定委員会の委員 

   指定手続等に関する条例施行規則第 4条に規定する選定委員会の組織は、別表のとおり 

  とする。また、委員長及び委員については、市長がその都度任命する。 

   なお、委員報酬等については、宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例（平成 18年条例第 44号）第 2条及び第 5条の規定による。 

 

（３）選定の基準 

  選定及び審査の基準は、指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、次のとおりとする。 

  ア．利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。 

  イ．公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

  ウ．公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

  エ．公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、 

   又は確保できる見込みがあること。 

  オ．その他市長等が別に定める事項 

 

第３ 審査及び選定 

（１）指定管理者の候補者の選定 

  選定委員会は、指定手続等に関する条例第 2条の規定による公募に応じて、同条例第 3条の規

定による申請をした団体のうちから、審査の結果、申請内容が最も優れていると認めるものを

指定管理者の候補者として選定する。 

 

（２）審査及び選定の方法 

 ア．通則 

  選定は、申請団体の名称を明らかにした上で、当該団体から提出された申請書、事業計画書、 

その他の書類（以下「提出書類」という。）による第 1次審査及び当該団体による面接審査を

踏まえた第 2次審査の 2段階審査を経て行うものとする。       

 

 



イ．第１次審査（書類審査） 

  すべての申請団体について、提出書類をもとに形式及び内容の審査を行い、第 1次審査通過

団体として、選定委員会の審査の結果、数団体を選定する。 

 

ウ．第２次審査（面接審査） 

  第１次通過団体について、提出書類の内容に関するプレゼンテーションを受け、引き続き

質疑応答を行う。この場合の順序は、申請受付順によることとする。すべてのプレゼンテー

ション及び質疑応答が終了した後に審査を行い、指定管理者の候補者として１団体を選定す

る。 

 

エ．審査基準 

  審査基準については選定委員会において決定し、各項目について５段階評価により１点か

ら５点までの点数を付すことにより審査及び採点を行う。但し、各項目の配点が、１０点の

場合は点数を２倍するものとする。なお、価格点については、「審査基準」の審査内容欄に

記載の計算方法により算出する。 

 

オ．審査及び選定の手続き 

 書類審査・面接審査ともに、審査基準に基づき申請団体ごとに審査、採点を行う。 

① 書類審査においては、審査基準の項目ごとに審査し、委員の合議により第 1次審査通過団

体として選定する。 

② 面接審査においては、申請団体ごとにプレゼンテーション及び質疑応答を経て審査を行い、

選定委員の平均審査点数が８０点（満点１３０点）以上で最高得点となった団体を受託候補

者として選定する。各委員が個別の採点を行った後、審査基準の項目ごとに集計した点数を

委員数で除して得た数値（小数点以下第２位を四捨五入する。以下「評点｣という。）を算出

し、その合計の最も高い団体を指定管理者の候補者として選定する。 

ただし、平均審査点数が８０点に満たない場合は失格とする。 

③ 第 2次審査において、評点の最も高い団体が 2以上あるときは、委員の合議により、申請

内容の総合評価を行い、最も優れていると認めるものを指定管理者の候補者として選定する。 

④ 申請団体が少数の場合は、選定委員会の判断により、書類審査と面接審査を合わせてでき 

ることとし、この場合の手続きは前記②・③で行うこととする。 

 

第４ 選定結果の報告・公表等 

委員長は、選定委員会において審議した内容及び選定結果を市長に報告するものとする。 

また、選定結果については、すべての申請団体に通知するとともに、市のホームページにお

いて、その概要を公表する。公表する事により、申請団体の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害する恐れのある事項は、公表しないものとする。 



【審査基準】 

審査項目 審査内容 配点 

【１】施設活

用方針に基づ

く全体的審査 

公共性 幅広い年代が利用でき、利用者の生涯健康を実現できる

提案であるか。また、社会的弱者（障がい者や高齢者等）

への配慮がなされた提案であるか。 

10 点 

相乗効果 レストランの事業内容が温浴事業と連携がとれた内容で

あり、それらの相乗効果により施設全体の利便性の向上

が図られた提案であるか。 

10 点 

創意工夫 利用者の利便性の向上や賑わい創出のため、民間のノウ

ハウや経験を活かした提案であるか。 

10 点 

地域活性化 地元の雇用創出や市内事業者との連携など、地域の活性

化が期待できる提案であるか。 

5点 

協調性 市や本事業を行う上での協力者等との良好な協力体制を

構築する内容の提案であるか。 

5点 

小計 40 点 

【２】提案内

容に関する審

査 

実現性 事業実施体制が適切に構築されており、事業計画と収支計

画の整合性も適切であり、明確かつ具体的で実現性の高い

提案であるか。 

10 点 

効果・効率 事業が効果的、効率的に実施でき、将来的にも持続可能な

提案であるか。 

5点 

危機管理 防災や防犯、その他不測の事態に対応するための危機管理

体制が図られた提案であるか。 

5点 

新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた提案であるか。

また、アフターコロナを見据えた提案であるか。 

5点 

運営方針 集客の目玉となる取組がなされ、利用者の増加が期待でき

る提案であるか。 

10 点 

法令順守 周辺の環境保全及び法令順守が十分考慮された提案であ

るか。 

5点 

安全管理 利用者の安全や衛生管理に十分配慮した提案であるか。  5 点 

小計 45 点 

【３】事業者

に対する審査 

経営状況 法人等の基盤が安定し、経営状況に問題はないか。 10 点 

実績 類似事業の管理実績が良好であり、必要な管理運営が期待

できるか。 

10 点 

適正 本事業への意欲・熱意・責任が感じられるか。 10 点 

小計 30 点 

【４】価格点 価格点＝満点（15点）× 

（温浴業務委託料の全提案者中最低申出価格÷申出価格） 

※小数点第２位以下は四捨五入する。 

15 点 

小計 15 点 

合計 130 点 

※採点基準 

・〔５点〕：特に優れている  ・〔４点〕：やや優れている  ・〔３点〕：標準的である 

・〔２点〕：やや劣っている  ・〔１点〕：劣っている 



別表 

 

宇陀市心の森「多世代交流プラザ」に係る指定管理者選定委員会委員  

 

氏 名 職種または役職名 備考 

矢倉 良浩 弁護士  

吉田 俊也 税理士  

井上 俊文 中小企業診断士  

岡本 良寛 特定社会保険労務士  

上田 智哉 南都銀行榛原支店 支店長  

鴻池 昭英 宇陀市副市長  

（順不同、敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


